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(57)【要約】

【課題】  磁気ベアリング等で用いられる磁気浮上装置

を簡単化、低価格化し、また、その制御回路部分に汎用

性を持たせ、制御回路、磁気回路を別個に設計し、別個

に提供できるようにする。

【解決手段】  一対の電磁石の間に浮上対象物を配して

おき、これら電磁石のそれぞれの巻線９，１０と、２つ

の２端子回路網１１，１２で構成されるブリッジ回路

に、インバータ回路Ｘで電力を供給し、ｂｄ間の電位差

（または短絡電流）を信号検出器１３で検出し、これを

Ｘのスイッチング動作に同期した同期整流器１６に通

し、制御器１５を介して、インバータ回路の制御入力２

へ帰還することで、上記浮上対象物を電磁石間に保持す

る。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  一対の電磁石の吸引力または反発力を利

用して、磁性体をこの一対の電磁石の間に非接触で保持

する装置において、前記一対の電磁石のそれぞれの巻線

を直列に接続した直列回路と２端子回路網を直列に接続

した直列回路とを並列に接続したブリッジ回路と、この

ブリッジ回路に給電するインバータ回路と、前記２つの

直列回路の接続点間に接続された電流または電圧を検出

する検出器と、この検出器からの検出出力に基づいて前

10記磁性体の位置を検出する位置検出手段と、この位置検

出手段による検出結果からインバータ回路を制御して前

記磁性体を所要の位置に制御する制御手段とを有するこ

とを特徴とするセンサレス磁気浮上装置。

【請求項２】  一対の電磁石の間に磁性体を配し、電磁

石の巻線の電流またはその巻線に加える電圧を制御する

ことで、上記磁性体を上記一対の電磁石に触れさせるこ

となく配することができる装置において、この一対の電

磁石のそれぞれの巻線を直列接続した直列回路と２つの

２端子回路網を直列接続した直列回路とを並列接続する

20ことでブリッジ回路を構成し、この並列回路の両端にこ

のブリッジ回路の電源としてのインバータ回路の出力端

子を接続し、上記の２つの直列回路の中点間に電流また

は電圧を検出する検出器の入力を接続し、この検出器の

出力を上記インバータ回路のスイッチング動作に同期し

て同期整流を行う同期整流器の入力に接続し、この同期

整流器の出力を入力とする制御器の出力を上記インバー

タ回路の電圧または電流制御入力端子に入力することを

特徴とするセンサレス磁気浮上装置。

【請求項３】  請求項２記載のセンサレス磁気浮上装置

30において、同期整流器の出力と、インバータ回路の電圧

または電流制御入力端子を、低域通過フィルタを介して

接続したことを特徴とするセンサレス磁気浮上装置。

【請求項４】  請求項２記載のセンサレス磁気浮上装置

において、同期整流器に替えて、インバータ回路のスイ

ッチング動作に同期してサンプリングを行うサンプルホ

ールド回路を用い、このサンプルホールド回路の入力を

検出器の出力とし、このサンプルホールド回路の出力を

制御器の入力としたことを特徴とするセンサレス磁気浮

上装置。

40【請求項５】  請求項１乃至４記載のいずれかのセンサ

レス磁気浮上装置において、一対の電磁石のそれぞれの

巻線に電流源回路を並列接続したことを特徴とするセン

サレス磁気浮上装置。

【請求項６】  請求項１乃至４記載のいずれかのセンサ

レス磁気浮上装置において、一対の電磁石にそれぞれ第

２の巻線を施し、この第２の巻線に、個別にまたは共通

に電源回路を接続したことを特徴とするセンサレス磁気

浮上装置。

【請求項７】  電磁石の鉄心として永久磁石を用いる

50か、または磁路の一部を永久磁石としたことを特徴とす

る請求項１乃至６のいずれかに記載のセンサレス磁気浮

上装置。

【請求項８】  請求項１乃至７のいずれかに記載のセン

サレス磁気浮上装置において、前記検出器は、２つの直

列回路の接続点間に接続された１次側巻線と検出器の出

力となるこの１次側巻線に対する２次側巻線とを具備す

る変圧器であることを特徴とするセンサレス磁気浮上装

置。

【請求項９】  請求項１乃至８のいずれかに記載のセン

10 サレス磁気浮上装置において、前記２端子回路網の一方

または両方は、インピーダンスが可変であることを特徴

とするセンサレス磁気浮上装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、センサレス磁気浮

上装置に関する。

【０００２】

【従来の技術】高速回転する回転機などにおいては、軸

受けの摩擦を避けるため、磁気軸受け装置（磁気浮上装

20 置）が用いられることがある。ここでいう磁気浮上装置

とは、磁性体である浮上対象物を、電磁石の吸引力また

は反発力を利用して、他の物体に接触しないようにして

保持するものであり、通常、電磁石の電流または電圧を

制御してこれを実現する。この際、電磁石と浮上対象物

の距離の情報の取得が必要となる。しかしながら、この

情報を取得するためのセンサ装置を用いると、装置が大

形化し、コストが増大する。このため、このセンサを用

いない、いわゆるセンサレス磁気浮上方式がいくつか提

案され、装置の簡単化が図られている。

30 【０００３】例えば公開特許公報「特開平６－２２９４

１９」にあるように、電流ヒステリシス制御ＰＷＭ（Ｐ

ｕｌｓｅｗｉｄｔｈ  Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）インバー

タ回路の負荷のインダクタンスが変化すると、そのスイ

ッチング周波数が変化することを利用した制御が提案さ

れている。このインバータ回路２台を一対の電磁石それ

ぞれの電源として用いると、一対の電磁石の間に置かれ

た浮上対象物の位置により両電磁石の巻線のインダクタ

ンス値が変化するため、両インバータ回路のスイッチン

グ周波数が変化する。この両インバータ回路のスイッチ

40 ング周波数を一致またはある比率となるようにＰＬＬ

（Ｐｈａｓｅ－Ｌｏｃｋｅｄ  Ｌｏｏｐ）制御でインバ

ータ回路の出力電流または電圧を制御すれば、一対の電

磁石間に浮上対象物を保持することができる。

【０００４】また、日本機械学会論文集（Ｃ編）６３巻

６０９号（１９９７－５）掲載の論文「差動トランス方

式セルフセンシング磁気軸受の研究」のように差動トラ

ンス方式を用いたセンサレス磁気浮上も提案されてい

る。この方式も上述した一対の電磁石巻線のインダクタ

ンス値の変化を利用した方式である。すなわち、両電磁

50 石の巻線に、浮上対象物を浮上させるために必要な電流

( 2 ) 特開２００２－３１１３４
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の他に、交流電流（または交流電圧）を重畳させ、その

交流電流（または交流電圧）に対する２つの巻線の逆起

電力の差（または電流の差）を検出することで、浮上対

象物の位置を検出しようとするものである。本方式で

は、重畳させた交流電流（または交流電圧）と同じ周波

数成分の信号のみを通過させる帯域通過フィルタを用

い、電磁石の巻線両端の逆起電力（または巻線に流れる

電流）から、重畳した交流電流（または交流電圧）に対

する逆起電力（または巻線に流れる電流）の信号を抽出

10している。このとき、電磁石の電源としてＰＷＭインバ

ータ回路を使用した場合、インバータ回路が発生する高

調波電流（または高調波電圧）の周波数が一定であれ

ば、この電流（または電圧）を上述の交流電流（または

交流電圧）として置き換えることができる。例えば特許

出願公開公報「特開２０００－０６０１６９」では、巻

線の交流電圧に応じて変動する電流成分を帯域通過フィ

ルタで抽出している。こうして得られた２つの巻線の逆

起電力信号（または電流信号）の差を求め、乗算器を用

いて重畳した交流電流（または電圧）の信号と掛け合わ

20せることで、浮上対象物の位置情報を得る。これに応じ

て電磁石巻線の電流なり電圧なりを制御すれば、一対の

電磁石間に浮上対象物を保持できる。

【０００５】

【発明が解決しようとする課題】上述したＰＬＬ制御に

よる方式では、電力制御を行うインバータ回路を複数台

必要とすることから、依然、十分な装置の簡単化、低価

格化がなされたとは言い難い。さらに、電流ヒステリシ

ス制御ＰＷＭインバータ回路の特性、特にスイッチング

周波数は、負荷のインダクタンス値や抵抗値等の変化に

30よっても大きく変わるため、インバータ回路の特性は、

電磁石の電気的特性や、浮上対象物の材質、形状等にも

影響を受ける。したがって、装置を設計する際には、制

御回路、電磁石、浮上対象物の全てを考慮して設計しな

ければならず、他の磁気浮上装置の制御回路や電磁石の

流用、浮上対象物の交換等は難しい場合が多い。

【０００６】一方、上述の差動トランス方式では、位置

情報となる逆起電力の検出に帯域通過フィルタを用いて

いるため、中心周波数を正確に調整する必要があり、ま

た、温度変化等で中心周波数が変化してしまう場合には

40大きな問題となる。また、重畳させる交流電流の周波数

が変動する場合や、スイッチング周波数が一定でないＰ

ＷＭインバータ回路を使用した場合には、本方式の適用

が困難となる。さらに、乗算器を用いるため、制御回路

の低価格化が難しいという欠点を持っている。本方式は

基本的に、差動トランスが平衡状態になるように制御す

るため、電磁石間における浮上対象物の安定点を任意に

変更するためには、他の機構を付加する必要がある。安

定点の変更は、例えば磁気軸受を使用する回転機構にお

いて、軸受取り付けの工作精度の悪さを補正するために

50有用である。しかし、制御回路に機構を付加して安定点

を変更できるようにしたとしても、その安定点が差動ト

ランスの平衡点となっているわけではないので、浮上位

置が電圧・電流検出器の感度等の影響を受けやすくなる

欠点がある。

【０００７】よって、本発明の目的は、上述の欠点を伴

わない新規のセンサレス磁気浮上装置を提案するもので

ある。

【０００８】

【課題を解決するための手段】本発明による第１の課題

10 解決の手段は、一対の電磁石の吸引力または反発力を利

用して、磁性体をこの一対の電磁石の間に非接触で保持

する装置において、前記一対の電磁石のそれぞれの巻線

を直列に接続した直列回路と２端子回路網を直列に接続

した直列回路とを並列に接続したブリッジ回路と、この

ブリッジ回路に給電するインバータ回路と、前記２つの

直列回路の接続点間に接続された電流または電圧を検出

する検出器と、この検出器からの検出出力に基づいて前

記磁性体の位置を検出する位置検出手段と、この位置検

出手段による検出結果からインバータ回路を制御して前

20 記磁性体を所要の位置に制御する制御手段とを有するこ

とで構成される。

【０００９】第２の課題解決の手段としては、一対の電

磁石の間に磁性体を配し、電磁石の巻線の電流またはそ

の巻線に加える電圧を制御することで、上記磁性体を上

記一対の電磁石に触れさせることなく配することができ

る装置において、この一対の電磁石のそれぞれの巻線を

直列接続した直列回路と２つの２端子回路網を直列接続

した直列回路とを並列接続することでブリッジ回路を構

成し、この並列回路の両端にこのブリッジ回路の電源と

30 してのインバータ回路の出力端子を接続し、上記の２つ

の直列回路の中点間に電流または電圧を検出する検出器

の入力を接続し、この検出器の出力を上記インバータ回

路のスイッチング動作に同期して同期整流を行う同期整

流器の入力に接続し、この同期整流器の出力を入力とす

る制御器の出力を上記インバータ回路の電圧または電流

制御入力端子に入力することで構成される。

【００１０】第３の課題解決手段としては、上記の構成

において、同期整流器の出力と、インバータ回路の電圧

または電流制御入力端子を、低域通過フィルタを介して

40 接続するように変更した構成とする。

【００１１】第４の課題解決手段としては、同期整流器

に替えて、インバータ回路のスイッチング動作に同期し

てサンプリングを行うサンプルホールド回路を用い、こ

のサンプルホールド回路の入力を検出器の出力とし、こ

のサンプルホールド回路の出力を制御器の入力とした構

成とする。

【００１２】第５の課題解決手段としては、上記の第１

から４の課題解決手段において、一対の電磁石のそれぞ

れの巻線に電流源回路を並列接続した構成である。

50 【００１３】第６の課題解決手段としては、上記の第１

( 3 ) 特開２００２－３１１３４
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から４の課題解決手段において、一対の電磁石にそれぞ

れ第２の巻線を施し、この第２の巻線に、個別にまたは

共通に電源回路を接続した構成である。

【００１４】第７の課題解決手段としては、上記の第１

から６の課題解決手段において、電磁石の鉄心として永

久磁石を用いるか、または磁路の一部を永久磁石とした

構成である。

【００１５】第８の課題解決手段としては、上記の課題

解決手段において、前記検出器は、２つの直列回路の接

10続点間に接続された１次側巻線と検出器の出力となるこ

の１次側巻線に対する２次側巻線とを具備する変圧器で

ある構成とする。

【００１６】第９の課題解決手段としては、上記の課題

解決手段において、前記２端子回路網の一方または両方

は、インピーダンスが可変である構成とする。

【００１７】

【発明の実施の形態１】本発明の第１の実施例について

図１，２，３，４，５，６を使って説明する。

【００１８】図１において、一対の電磁石の巻線９，１

20０と２つの二端子回路１１，１２でブリッジ回路を構成

し、インバータ回路Ｘをそのブリッジ回路の電源として

いる。２つの二端子回路１１，１２の一例として、ここ

では互いに等しい抵抗とするが、抵抗、インダクタン

ス、コンデンサ等の組み合わせから成る回路網も利用で

きる。インバータ回路Ｘは、例えば逆導通ダイオードを

備えたバイポーラトランジスタ、ＭＯＳ－ＦＥＴ，ＩＧ

ＢＴ等のスイッチング素子４ａ，４ｂと直流電源５ａ，

５ｂ（共に同電圧）で構成されている。スイッチング素

子への導通または非導通の指令信号は、否定回路７によ

30り４ａと４ｂで互いに逆の関係を持ち、インバータ回路

制御入力端子２の信号と三角波発振器８の出力とを入力

とするコンパレータ６より与えられている。ブリッジ回

路内には、ｂｄ間の電位差もしくはｂｄを流れる電流を

検出する検出器１３が配されており、この出力は、検出

される電圧または電流に応じた信号、例えばそれらに比

例した電圧が得られるものである。これには、絶縁増幅

器や差動増幅器等が利用できる。この出力は、インバー

タ回路Ｘのスイッチングに同期して増幅度の符号が切り

替わる同期整流器１６に導かれる。同期整流器として

40は、例えば図２のように、演算増幅器Ｂ１、アナログス

イッチＢ２、抵抗Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃ（抵抗値は同値）で

構成できることが知られている。この場合、入力はＢ

３、同期入力はＢ４、出力はＢ５となる。同期整流器の

同期には、インバータ回路出力端子１ａ，１ｂの端子間

電圧を参照しても良いが、本実施例では、コンパレータ

６の出力を参照している。同期整流器１６の出力Ｂ５は

制御器１５に導かれ、その出力が上述のインバータ回路

制御入力端子２へ帰還される。制御器１５は、比例、比

例積分、比例微分、比例積分微分等の良く知られている

50ものとする。電磁石と浮上対象物の関係は図３のように

なっている。すなわち、巻線９，１０を含む電磁石Ｍ

ａ，Ｍｂの間に、その間隔よりも小さい着磁された浮上

対象物１４が配されており、両電磁石の磁極と浮上対象

物の磁極が対面するように置かれている。なお、浮上対

象物の動きについては、図中の矢印方向のみに自由度が

あるものとする。

【００１９】以下に、上記第１の実施例の動作を簡単に

説明する。なお、ここでは図３において、巻線９，１０

をそれぞれ含む一対の電磁石Ｍａ，Ｍｂが同一であると

10 する。電磁石Ｍａと浮上対象物１４との空隙と、電磁石

Ｍｂと浮上対象物１４との空隙が等しくなるように浮上

対象物１４が置かれた場合、巻線９，１０の端子間のイ

ンダクタンス値は同値となる。この浮上対象物１４の位

置を中心点とする。通常、空隙の透磁率よりも、電磁石

の鉄心や浮上対象物の透磁率は数百倍から数千倍あるの

で、浮上対象物１４が電磁石Ｍａ側に近づくと、巻線９

両端のインダクタンスが巻線１０両端のそれよりも大き

くなり、逆に電磁石Ｍｂ側に近づくと、巻線１０両端の

インダクタンスの方が大きくなる。したがって、浮上対

20 象物１４が中心点にある時には、この巻線９，１０を含

む図１のブリッジ回路は平衡状態となり、ｖ２＝０また

はｉ２＝０となる。なお、ここでいうｖ２およびｉ２

は、それぞれｂｄ間開放電圧およびｂｄ間短絡電流を意

味するものとする。また、浮上対象物１４がこの位置よ

りも電磁石Ｍａ側に近づいた場合、ブリッジ入力の電圧

ｖ１がｖ１＞０の時はｖ２＜０かつｉ２＜０、ｖ１＜０

の時はｖ２＞０かつｉ２＞０となる。逆に電磁石Ｍｂ側

に近づいた場合、ｖ１＞０の時はｖ２＞０かつｉ２＞

０、ｖ１＜０の時はｖ２＜０かつｉ２＜０となる。図１

30 のコンパレータ６の二値出力は、インバータ回路Ｘの出

力電圧の極性、すなわちｖ１の符号を表しているので、

ｖ２またはｉ２に比例する信号を検出する検出器１３の

出力を、この二値出力に同期して同期整流をする同期整

流器１６に入力すると、その出力信号ｆは、

浮上対象物が電磁石Ｍａ側に偏った場合  ｆ＞０

浮上対象物が電磁石Ｍｂ側に偏った場合  ｆ＜０

浮上対象物が中心点にある場合          ｆ＝０

とすることができる。また、ｆの絶対値は、中心点から

ずれるほど大きくなる。したがって、この信号から浮上

40 対象物の位置を知り得ることは明らかである。また、こ

の検出信号ｆは、原理的に、インバータ回路のスイッチ

ングの影響を受けないので、スイッチング周波数が変化

する場合においても、浮上対象物の位置の情報を与え

る。一方、図３の巻線に対しａからｃに向かって電流を

流すと、浮上対象物は電磁石Ｍａに吸引され、かつ電磁

石Ｍｂに反発され、電磁石Ｍａの方向に力を受ける。逆

にｃからａに向かって電流を流すと、浮上対象物は電磁

石Ｍｂの方向に力を受ける。これより、上記信号ｆを、

制御器１５を介してインバータ回路の出力電圧を制御す

50 るインバータ回路制御入力端子２に帰還すれば、巻線

( 4 ) 特開２００２－３１１３４
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９，１０の電流が操作され、浮上対象物を中心点に保持

するように制御が可能なことは明らかである。

【００２０】また、図４のように、電流検出器Ｃ１、誤

差増幅器Ｃ２、比例積分微分制御器等の制御器Ｃ３を用

いた電流制御系を持つインバータ回路を図１のインバー

タ回路Ｘと置き換えて使用した場合、二端子回路網１

１，１２のインピーダンスを巻線９，１０のインピーダ

ンスに比べて十分大きく（例えばスイッチング周波数で

の巻線のリアクタンスの１０倍以上）設定しておけば、

10二端子回路網の電流は無視でき、制御器１５からの指令

により直接的に巻線の電流が制御でき、上述の場合と同

様、浮上対象物を中心点に保持するように制御が可能な

ことは明らかである。さらに、図５のようにスイッチン

グ素子４ｃ，４ｄの導通、非導通をそれぞれ４ａ，４ｂ

と逆の関係とし、４ａ，４ｂの中点および４ｃ，４ｄの

中点を出力とするインバータ回路を図１のＸと置き換え

た場合でも同様の効果が期待できる。加えて図６のよう

に、図４同様、電流検出器Ｃ１、誤差増幅器Ｃ２、比例

積分微分制御器等の制御器Ｃ３を用いた電流制御系を持

20つインバータ回路としても同様な効果が期待できること

は明らかである。

【００２１】

【発明の実施の形態２】次に本発明の第２の実施例につ

いて、図１を使って説明する。本実施例の制御回路は、

図１の同期整流器の出力端子Ｂ５と制御器１５の入力と

の間を低域通過フィルタＬ１を介して接続したものであ

り、他の構成は第１の実施例と同じである。

【００２２】通常、インバータ回路等に用いる半導体ス

イッチング素子の導通、非導通の切替えには、若干の時

30間を要することが知られている。この時間遅れにより、

第１の実施例に示した図１の同期整流器１６の出力は、

浮上対象物の位置情報を与えるものの、４ａ，４ｂの導

通、非導通の切替え時に符号が変化してしまう。この時

間遅れが顕著なスイッチング素子を使用した場合、この

符号変化がノイズとなって制御器１５に入力される可能

性があり、場合によっては制御性悪化や制御不能とな

る。この符号変化は、インバータ回路Ｘのスイッチング

素子の状態が変化するたびに発生することから、上記低

域通過フィルタの通過域をインバータ回路Ｘのスイッチ

40ング周波数（すなわち三角波発生回路８の発振周波数）

以下としておけば、このノイズの除去が期待でき、この

ようなスイッチング素子を使っても、浮上対象物を中心

点に保持するように制御が可能となる。

【００２３】また、図面には示さないが、スイッチング

の同期信号出力端子３と同期整流器の同期信号入力端子

Ｂ４との間に遅延回路を挿入すると、同期整流器１６と

スイッチング素子４ａ，４ｂのスイッチングは、同期は

しているものの時間的なずれが生ずる。このため、同期

整流の出力信号は、スイッチング素子の動作に時間遅れ

50がないとしても、スイッチング素子４ａ，４ｂの導通、

非導通の切り替わりの際に、符号の変化が起こる。この

信号を低域通過フィルタに通すと、従来から知られてい

る同期整流器による時間微分が行われたことになり、浮

上対象物の位置の時間微分の要素が含まれた信号が得ら

れる。この構成では、制御器１５に微分器を用いなくて

も、微分制御を施した効果が期待できる。

【００２４】

【発明の実施の形態３】次に本発明の第３の実施例につ

いて図７を使って説明する。

10 【００２５】第１の実施例では同期整流器を用い、その

出力信号により、浮上対象物の中心点からの片寄りを検

出し、浮上対象物の制御に用いていたが、本実施例で

は、図７のように、インバータ回路Ｘのスイッチング動

作に同期してサンプリングを行うサンプルホールド回路

１６ａを用い、この入力を検出器１３からの検出信号と

し、出力を制御器１５の入力とする。この変更点以外

は、第１の実施例の構成と同じである。なお、サンプリ

ングのタイミングは、インバータ回路のスイッチングの

同期信号出力端子３から得ており、例えばその二値出力

20 が「１」と「０」であるとすれば、「１」のときサンプ

リングして、「０」のときサンプリングしたデータを保

持するといった動作をするものとする。

【００２６】第１の実施例で、述べたように、図３の浮

上対象物１４が中心点にある時には、巻線９，１０を含

む図７のブリッジ回路は平衡状態となり、ｖ２＝０また

はｉ２＝０となる。（ｖ２およびｉ２は、それぞれｂｄ

間開放電圧およびｂｄ間短絡電流）また、浮上対象物１

４がこの位置よりも電磁石Ｍａ側に近づいた場合、ブリ

ッジ入力の電圧ｖ１がｖ１＞０の時はｖ２＜０かつｉ２

30 ＜０、ｖ１＜０の時はｖ２＞０かつｉ２＞０となる。逆

に電磁石Ｍｂ側に近づいた場合、ｖ１＞０の時はｖ２＞

０かつｉ２＞０、ｖ１＜０の時はｖ２＜０かつｉ２＜０

となる。すなわち、ｖ１＞０もしくはｖ１＜０のどちら

かの時のみ、検出器１３からの出力をサンプリングすれ

ば、浮上対象物の中心点からの方向も含めた偏差情報を

得ることができる。よって、詳細な説明は割愛するが、

この構成により、浮上対象物を中心点に保持するように

制御が可能なことは明らかである。なお、ディジタル制

御器を用いて本制御回路を構築した場合、ディジタル制

40 御器が備えているサンプルホールド回路をこのサンプル

ホールド回路１６ａとして見立て、そのサンプリング

を、インバータ回路のスイッチングに同期させ、ｖ１＞

０もしくはｖ１＜０のどちらか一方の時に行えばよい。

【００２７】

【発明の実施の形態４】次に本発明の第４の実施例につ

いて図１、図３、図８を使って説明する。

【００２８】第４の実施例においては、図１の巻線９お

よび１０として、図８の回路を用いたものとなる。すな

わち、第１の実施例では、図３の電磁石および浮上対象

50 物を用いたが、本実施例では図８とした以外は何ら変わ

( 5 ) 特開２００２－３１１３４
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らない。Ａ１，Ａ２は電流源回路であり、共に直流電流

Ｉｃを供給している。また、浮上対象物１４ａは着磁さ

れていない磁性体とし、その機械的な自由度は矢印方向

のみとする。ここで、二端子回路網のインピーダンスが

巻線９，１０のインピーダンスよりも十分大きい（例え

ばインバータ回路のスイッチング周波数での巻線のリア

クタンスの１０倍以上）として二端子回路網の電流を無

視できると考える。図１のインバータ回路Ｘが、ブリッ

ジ回路に電流Ｉを供給していたとすると、巻線９，１０

10の電流Ｉｍ１，Ｉｍ２はそれぞれ、

Ｉｍ１＝Ｉｃ＋Ｉ

Ｉｍ２＝Ｉｃ－Ｉ

となる。さらに、Ｉの絶対値がＩｃ以下の範囲では、Ｉ

ｍ１，Ｉｍ２は非負で、両電流はＩの変化に対し差動的

となる。したがって、電流Ｉを操作すれば、電磁石Ｍ

ａ，Ｍｂの吸引力の差を調節できるので、浮上対象物に

加わる力を双方向で制御できることになる。この制御性

は、第１の実施例で説明した図３と同等となる。ゆえ

に、詳細な説明は割愛するが、浮上対象物が着磁されて

20いない磁性体を電磁石間の中心点に保持するように制御

できることが明らかである。

【００２９】

【発明の実施の形態５】次に本発明の第５の実施例につ

いて図１、図３、図９を使って説明する。

【００３０】第５の実施例においては、図１の巻線９お

よび１０として、図９の回路を用いたものとなる。すな

わち、第１の実施例では、図３の電磁石および浮上対象

物を用いたが、本実施例では図９とした以外は何ら変わ

らない。Ａ３，Ａ４は、巻線９，１０とそれぞれ磁路を

30共有し、それぞれ和動的および差動的となるように巻か

れた互いに同じ巻数のバイアス磁束用巻線であり、Ａ５

はその電源回路である。浮上対象物１４ａは着磁されて

いない磁性体とし、その機械的な自由度は矢印方向のみ

とする。電源Ａ５より一定電流を供給すれば、巻線９お

よび巻線Ａ３で発生する起磁力は鉄心で加算され、巻線

１０および巻線Ａ４で発生する起磁力は減算されるの

で、Ｉの変化に対しそれぞれの鉄心に加わる起磁力は差

動的に変化する。よって、巻線Ａ４が発生する起磁力の

大きさが、巻線１０のそれよりも常に大きくなるよう

40に、巻線Ａ４の電流を設定しておけば、それぞれの電磁

石の吸引力の変化は、第４の実施例の場合と同様とな

り、やはり、電流Ｉを操作すれば、電磁石Ｍａ，Ｍｂの

吸引力の差を調節できるので、浮上対象物に加わる力を

双方向で制御できることになる。ゆえに、詳細な説明は

割愛するが、浮上対象物が着磁されていない磁性体を、

第４の実施例と同様、電磁石間の中心点に保持するよう

に制御できることが明らかである。なお、本実施例で

は、２つのバイアス磁束用巻線を直列接続して共通の電

源より電流を供給したが、並列として共通の電源から電

50流を供給した場合や、個別の電源を使用した場合につい

ても同様の効果が得られることは言うまでもない。

【００３１】

【発明の実施の形態６】次に本発明の第６の実施例につ

いて図１、図３、図１０を使って説明する。第６の実施

例においては、図１の巻線９および１０として、図１０

の回路を挿入したものとなる。すなわち、第１の実施例

では、図３の電磁石および浮上対象物を用いたが、本実

施例では図１０とした以外は何ら変わらない。それぞれ

の電磁石に永久磁石Ａ６およびＡ７が取り付けられてお

10 り、永久磁石の磁力と一対の電磁石が発生する磁力がそ

れぞれ加算、減算されるようになっている。浮上対象物

１４ａは着磁されていない磁性体とし、その機械的な自

由度は矢印方向のみとする。このようにすると、この永

久磁石は、上記の第５の実施例のバイアス磁束用巻線と

同じ働きをする。ここで、電磁石が発生する磁力よりも

永久磁石の磁力の方が常に大きくなるように永久磁石を

選ぶか、あるいは電磁石の電流の動作範囲を制限すれ

ば、詳細な説明は割愛するが、動作上は第５の実施例と

等価となり、浮上対象物が着磁されていない磁性体を電

20 磁石間の中心点に保持するように制御できることが明ら

かである。また、電磁石の磁路自体を永久磁石としても

同様な結果が得られることは言うまでもない。

【００３２】

【発明の実施の形態７】次に本発明の第７の実施例につ

いて図１、図１１を使って説明する。

【００３３】図１１は、本発明の第７の実施例を示した

ものであり、図１における検出器１３として絶縁変圧器

１３aを用いたものである。ブリッジ回路のｂｄ間に絶

縁変圧器１３ａの一次側巻線が接続され、二次側巻線の

30 一端を基準として、他端を検出信号出力端子としてい

る。検出器１３は、ブリッジ回路が平衡状態であるか否

かを計測することを目的としているが、その情報を得る

には、ブリッジ回路のｂｄ間の電圧または電流の交流成

分のみが検出されればよい。したがって、検出器として

絶縁変圧器を用いることは可能である。また、本実施例

の回路では、装置が動作中である間、インバータ回路は

常にスイッチング動作をしているため、ブリッジ回路に

は常に交流電圧成分が入力されていることになる。よっ

て、ブリッジ回路の状態は常に絶縁変圧器１３ａを介し

40 て知ることができる。したがって、詳細な説明は割愛す

るが、他の実施例と同様、本実施例の構成によっても浮

上対象物の位置制御が可能であることは明らかである。

【００３４】

【発明の実施の形態８】次に本発明の第８の実施例につ

いて図１、図３、図１２を使って説明する。

【００３５】図１２は、本発明の第８の実施例を示した

ものであり、図１における二端子回路網１１，１２を可

変抵抗Ｒ１，Ｒ２としたものである。第１の実施例で

は、２つの二端子回路網を同一抵抗値の抵抗としたが、

50 本実施例では、これらの抵抗値を変化させることで、ブ

( 6 ) 特開２００２－３１１３４
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リッジ回路の平衡点を変更し、浮上対象物の浮上位置を

変更できるようにした構成を示している。図３におい

て、浮上対象物１４を電磁石Ｍａに接触させた時の巻線

９および１０の両端間のインダクタンスをそれぞれＬａ

１，Ｌｂ１とし、浮上対象物１４を電磁石Ｍｂに接触さ

せた時の巻線９および１０の両端間のインダクタンスを

それぞれＬａ２，Ｌｂ２とした時、

Ｌａ１÷Ｌｂ１＞Ｒ１÷Ｒ２＞Ｌａ２÷Ｌｂ２

の範囲で抵抗値を選べば、一対の電磁石間で任意の位置

10に浮上対象物を配置させることができる。なお、本実施

例では、二端子回路網１１，１２を可変抵抗としたが、

可変インダクタンスや可変キャパシタンスも使用できる

ことは言うまでもない。また、これらの素子にトランジ

スタ等の外部信号によりインピーダンスが操作できる素

子を用いても同様な効果が得られる。

【００３６】

【発明の効果】本発明による磁気浮上装置では、従来の

技術として例に挙げたＰＬＬ制御によるセンサレス磁気

浮上装置が持つ問題、すなわちインバータ回路を複数台

20使用しているため、十分な簡単化ができていないという

問題点や、電流ヒステリシス制御ＰＷＭインバータ回路

を使用することの欠点でもある、制御回路、電磁石、浮

上対象物の全てを考慮しての設計が必要という問題点を

解決している。これにより、低価格化はもちろんのこ

と、制御回路に汎用性を持たせることができるので、制

御回路と磁気回路を別個に設計し、別個に提供すること

ができるようになった。また、浮上対象物の位置検出に

帯域通過フィルタを用いていないので、差動トランス方

式を用いたセンサレス磁気浮上が持っている、帯域通過

30フィルタの中心周波数設定の難しさや、中心周波数の変

動に関する問題は解消される。本発明の実施において

は、同期整流器を用いるかサンプルホールド回路を用い

るかの選択ができるが、前者を選択した場合、差動トラ

ンス方式で用いられていた乗算器を用いることなく安価

に制御回路を構成できる。また、同期整流器の出力に低

域通過フィルタを用いることで、スイッチング素子の時

間遅れに起因する、同期整流器出力におけるノイズの除

去や、遅延回路との併用で浮上対象物の位置の時間微分

演算も可能となり、微分器を用いなくとも微分制御を含

40めることが可能となる。ディジタル制御器を用いて本制

御回路を構築した場合、ディジタル制御器が備えている

サンプルホールド回路をそのまま利用できる後者の方式

が有用となる。

【００３７】さらに、電磁石の巻線に電流源回路を付け

加えることで、着磁されていない磁性体の制御も可能と

なる。同じ効果が、電磁石に第２の巻線を施し、この２

つの巻線に、個別にまたは共通に電源回路を接続するこ

とでも可能となる。また、電磁石の鉄心として永久磁石

を用いるか、または磁路の一部を永久磁石とすることで

50も同様の結果が得られる。この場合は電源の追加が不要

という利点もある。

【００３８】一方、１次側巻線を入力、２次側巻線を出

力とした変圧器を本装置内部のブリッジ回路の状態を検

出する検出器として使用した場合、絶縁増幅器や差動増

幅器等の回路を用いた場合に比べ、制御回路を安価に構

築できるメリットをもたらす。また、ブリッジ回路内の

二端子回路網の一方もしくは両方を可変インピーダンス

とすることで、浮上対象物の位置をも制御することがで

きる。このことは、浮上対象物を駆動する一種のアクチ

10 ュエータとしても利用できることを意味する。また、電

磁石の設置に際し、その設置の機械的精度が悪い場合に

は、浮上位置を変更することで設置の精度を補正するこ

とができる利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明によるセンサレス磁気浮上装置の第１か

ら第８までの実施の形態における基本となる制御回路の

回路図を示したものである。

【図２】同期整流器の回路例を示した回路図である。

【図３】本発明によるセンサレス磁気浮上装置の第１の

20 実施形態に用いる電磁石部分と浮上対象物を示した接続

図である。

【図４】図１において使用しているインバータ回路Ｘに

替えて使用されうる電流制御系を持つインバータ回路の

回路図を示したものである。

【図５】図１において使用しているインバータ回路Ｘに

替えて使用されうるインバータ回路の回路図である。

【図６】図１において使用しているインバータ回路Ｘに

替えて使用されうる電流制御系を持つインバータ回路の

回路図を示したものである。

30 【図７】本発明によるセンサレス磁気浮上装置の第３の

実施形態の制御回路部分の回路図である。

【図８】本発明によるセンサレス磁気浮上装置の第４の

実施形態に用いる電磁石部分と浮上対象物を示した接続

図である。

【図９】本発明によるセンサレス磁気浮上装置の第５の

実施形態に用いる電磁石部分と浮上対象物を示した接続

図である。

【図１０】本発明によるセンサレス磁気浮上装置の第６

の実施形態に用いる電磁石部分と浮上対象物を示した接

40 続図である。

【図１１】本発明によるセンサレス磁気浮上装置の第７

の実施形態の制御回路部分であり、ブリッジ回路の状態

検出に絶縁変圧器を用いた場合の回路図である。

【図１２】本発明によるセンサレス磁気浮上装置の第８

の実施形態の制御回路部分であり、ブリッジ回路の二端

子回路網として可変抵抗を適用した場合の回路図であ

る。

【符号の説明】

１ａ，１ｂ  インバータ回路出力端子

50 ２  インバータ回路制御入力端子

( 7 ) 特開２００２－３１１３４
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３  スイッチングの同期信号出力端子

４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ  スイッチング素子

５，５ａ，５ｂ  直流電源

６  コンパレータ

７  否定回路

８  三角波発生回路

９，１０  電磁石の巻線

１１，１２  二端子回路網

１３  電圧（電流）の検出器

10１３ａ  絶縁変圧器

１４  着磁されている浮上対象物

１４ａ  着磁されていない浮上対象物

１５  制御器

１６  同期整流器

１６ａ  サンプルホールド回路

Ｂ１  演算増幅器

Ｂ２  アナログスイッチ

Ｂ３  同期整流器の信号入力端子

Ｂ４  同期整流器の同期信号入力端子

Ｂ５  整流信号出力端子

Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｃ  抵抗（抵抗値は全て同値）

Ｍａ，Ｍｂ  電磁石

Ｃ１  電流検出器

Ｃ２  誤差増幅器

Ｃ３  電流制御用の制御器

10 Ｌ１  低域通過フィルタ

Ａ１，Ａ２  電流源回路

Ａ３，Ａ４  バイアス磁束用巻線

Ａ５  バイアス磁束用巻線の電源回路

Ａ６，Ａ７  永久磁石

Ｒ１，Ｒ２  二端子回路網としての抵抗およびその抵抗

値

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図８】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図９】

【図１０】

【図１２】
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